
主催：公正取引委員会・新潟県よろず支援拠点 発注者も
受注者も
参加OK！

月 日 (火) 
[1] 説明会 

[2] 取適法個別相談会 

※本相談会は、取適法について、相談者自身が行おうとする行為に対する実務上の疑問等への対応を目的として実施するものです。 
※取適法違反の疑いのある事実に関する報告や調査依頼等を御希望の場合は、 
  「取適法違反被疑事実についての申告窓口」にて受け付けておりますので、御確認ください。 

https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/toriteki_higijijitsu.html 

朱鷺メッセ 3階 306･307会議室 

➀14：45～15：15（先着2社） 
➁15：20～15：50（先着2社） 
➂15：55～16：25（先着2社） 

13：30～14：30 （※先着40名） 

【テーマ】取適法のポイントについて 
【講 師】公正取引委員会 職員 

（新潟市中央区万代島6番1号） 

公正取引委員会 職員 
新潟県よろず支援拠点コーディネーター 

｢うちは関係ない｣と思っていても､実は対象になるケースも。 
取引トラブルを防ぐために､まずは制度のポイントをわかりやすく学んでみませんか？ 
また、個別の相談会では、セミナーで学んだ内容を更に深めたい方や、 
普段業務を行う中での疑問・課題について、公正取引委員会の職員に直接ご相談いただけます。 

取適法（中小受託取引適正化法）とは、
立場の弱くなりやすい受託側の中小事業者･個人事業主を不当な行為から守るための法律です。

締切：6月18日(木) 17：00 申込書に必要項目を記載のうえFAXにて送信、 
またはwebの申込フォームに入力しお申込みください。 

web申込は
こちらから＼ ／

令和8年1月施行 

参 加 費 無 料  

説明会のみ、
相談会のみの

参加も可能です！



日時

場所

締切

申込み


